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、 入院時の食事費用、 診断書
定医療費等は対象外となりますので、
となります。
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保険適用外の医療

　

《予防接種、
入院時の食事費用、 診断書作成料、特

個人負担

対象者のおられる世帯には９月頃に
受給券の申請書を郵送します。

高校生世代の方は、４月から９月までの
ご負担いただいた医療費については、
改めて償還払いの案内をしますので、
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滋賀県犬上郡甲良町長

令和＊＊年＊＊月＊＊日
自己員返金はありません
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・ 噸鞭壕

領収書の保管をお願いします。

お問い合わせ
（平日９：００～１７：００）
：
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